
（この選挙公報は、公職選挙法第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿を、そのまま製版のうえ掲載したものです。）

（１）平成29年10月22日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会



平成29年10月22日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会
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（２）



（３）平成29年10月22日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会

投票日10月22日(日)
午前7時から午後8時まで

　　　　　　（ただし、檜原村、奥多摩町及び新島村では午前７時から午後６時まで、

　　　　　　  小笠原村第二投票区（母島）では10月21日（土）午前７時から午後８時まで）

　　　　　　投票方法　　「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。

　　　　　◇小選挙区選出議員選挙 ⇨「候補者氏名」を記載

　　　　　◇比例代表選出議員選挙 ⇨「政党等の名称」を記載
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（４）平成29年10月22日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会



（５）平成29年10月22日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会
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投票日10月22日(日)
午前7時から午後8時まで

　　　　　　　（ただし、檜原村、奥多摩町及び新島村では午前７時から午後６時まで、
　　　　　　　  小笠原村第二投票区（母島）では10月21日（土）午前７時から午後８時まで）

　　　　　投票方法　　「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。
　　　　◇小選挙区選出議員選挙 ⇨「候補者氏名」を記載
　　　　◇比例代表選出議員選挙 ⇨「政党等の名称」を記載
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